開発許可申請、盛土規制法許可申請における
申請者の資力・信用に関する書類の取扱いについて

安城市では、令和８年４月１日から、開発許可申請においても、申請者の資力・信用に関する申告書の添付書類として役員の住民票の写し等の添付を必要とします。

＜対象及び必要書類＞

１　開発許可申請で、①１ヘクタール以上の敷地での自己業務用、②自己用外（宅地分譲等）、③盛土規制法の規制対象規模、のいずれかに該当する場合は、次の書類が必要になります。
　申請者が個人の場合
□　住民票の写し又は個人番号カードの複写（住所を証する書類等。個人番号は黒塗りにして、分からないようにしてください。）
□　所得税、個人事業税及び都道府県民税の納税証明書
申請者が法人の場合
□　法人の登記事項証明書及び法人の役員の住民票の写し又は個人番号カードの複写（住所を証する書類等。個人番号は黒塗りにして、分からないようにしてください。）
　※「役員」とは、会社法に基づく会社にあっては「取締役」など、法人の業務を執行する者及び事業について決定権を持つ者
□　法人税及び法人事業税の納税証明書












※工事施行者の能力に関する申告書についても同様の添付書類が必要になります。

２　盛土規制法許可申請には、下記の書類が必要となります。
申請者（工事主）が個人の場合
□　住民票の写し又は個人番号カードの複写（住所を証する書類等。個人番号は黒塗りにして、分からないようにしてください。）
□　直前３年間の所得税の納税証明書
申請者（工事主）が法人の場合
□　法人の登記事項証明書及び法人の役員の住民票の写し又は個人番号カードの複写（住所を証する書類等。個人番号は黒塗りにして分からないようにしてください。）
　※「役員」とは、会社法に基づく会社にあっては「取締役」など、法人の業務を執行する者及び事業について決定権を持つ者
□　直前３年間の法人税の納税証明書













※その他の添付書類につきましては、添付書類一覧表を確認してください。

（問合せ先　安城市役所建設部建築課開発指導係　０５６６－７１－２２４１）
